
令和７年（2025年）６月発行

毎月第２土曜日９時～17時

　　　　　国保の加入・やめる手続き、未納保
険料の相談に関することなど。
※給付業務は除く。

国民健康保険課休日窓口のご案内

受付業務

NATIONAL HEALTH INSURANCE SYSTEM

健康を守るみんなの国保
豊島区区民部国民健康保険課

４４００歳以歳以上の国民健康保険加入者は上の国民健康保険加入者は
無無料料で健康で健康診断が受けられます診断が受けられます
１年に１度の健診は
健康管理の上で非常に重要です。
必ず受診しましょう。

受診方法

STEP2

※�受診券がお手元にない場合、電子申請で受診券の発行
手続きができます。詳細は区HPをご確認ください。

問い合わせ／池袋保健所　地域保健課　保健事業グループ
TEL 03-3987-4660

受診券発行

詳しくはこちら→

来庁不要の手続き拡大中！

受診券、記入済みの質問票、マイナ保険証等

医療機関へ
電話(予約)をする
【健診当日の持ち物】

電電子子申申請請なならら、、待ち待ち時時間間無し無し
2244時時間間いいつつででもも申請申請可能可能でですす
☆�国民健康保険をやめる届出
☆��紛失・汚損等による�
資格確認書・資格情報通知書の再発行

☆�口座振替依頼書の取り寄せ　　　など

他にもスマホでできる申請はたくさんあります！
詳細は下の二次元コードからご確認ください

STEP1
医療機関を選ぶ

特定健診封筒に同封されている
実施医療機関一覧の中から選んでください。

右記二次元コード先の実施医療機関一覧
から探すこともできます。

在留カードを更新した場合、新しい資格確認書または資
格情報通知書（資格情報のお知らせ）が自宅に届きます。
区役所に来る必要はありません。

STEP1
STEP3

手続きを選ぶ
自宅で

書類を受け取る
必要事項を
入力する

STEP2
入力

入力

５月末に黄色い封筒で
受診券をお送りしています

としま　ななまる

料金後納郵便

郵便区内特別

受診期間に受けられなかった方

令和7年度 特定健診 受診券在中

健康診断を受けましょう

健診期間は6月から11月です

折り曲げ厳禁

豊島支店

12月～令和8年1月

豊島区PRキャラクター
「としま　ななまる」

豊島区健康部 地域保健課保健事業グループ
〒170-0013 豊島区東池袋 4-42-16

☎03（3987）4660

出典：環境再生保全機構ERCA（エルカ）「肺の生活習慣病～COPD～パンフレット」をもとに作成

(

( ) COPD

COPD

令和6年より誕生月に関係なく、実施期間中に受診できるようになりました。

1

◎健診申込・問い合わせ
0 3 - 5 9 7 4 - 7 2 0 5

◎肺がんなどがん検診申込
0 3 - 5 9 7 4 - 3 5 1 1

◎電話受付時間◎
月～土曜日 ※祝祭日、年末年始除く

AM 9:00 ～ PM 4:00

胃がん・肺がん
ネット予約OK！

医 療 法 人 財 団

豊島健康診査センター
■ 区民がん検診
■ MRI検査・CT検査・マンモ
■ 個人の健診（健康診断など）
■ 協会けんぽ（生活習慣病予防検診）
■ 診断書発行（入社時･入学時）
■ 特定保健指導

住 所：豊島区上池袋2-5-1
健康プラザとしま6階

ﾎｰﾑﾍﾟｼﾞ: https://toshima-mc.jp/

豊島区健康部地域保健課

02TS-j005

対象者
50歳以上の定期接種対象者（※）以外
の方で、豊島区の助成を初めて受ける方

申請
窓口・電話・電子で事前申請した方へ、
豊島区の医療機関で使用できる予診票発行

問合せ 専用ダイヤル 03☎ -4566-4116

令和7年度 帯状疱疹の任意予防接種のご案内

任意接種費用の半額程度の助成が受けられます。
（令和８年３月31日まで）

※定期接種対象者には、令和7年4月末に予診票を送付
①65歳以上の5歳刻み年齢の方・101歳以上の方
②60～64歳で特定の免疫障害のある方

保健予防課  03☎ -4566-4115

区HP

豊島区は朝食欠食率が高い！ 東京都全体よりも
高い朝食欠食率です

地域保健課  03-3987-4660

昼・夕食後の血糖値が高くなり、血管を傷つけます。

まずは一口でも食べる習慣をつけましょう！

特に、40～64歳では
4人に1人が週3回以上朝食を食べていません。
（令和5年度特定健診質問票より）

朝食を食べないと…
けます。

。

◇対象：豊島区国民健康保険に加入されている40歳以上の方
◇受診期限：令和7年11月30日（予備期間：令和8年1月31日まで）
　�健診の詳細は、左記二次元コード先の特定健診区HPまたは受診券に同封
のご案内をご覧ください。

外国籍の方へ 外国籍の方へ 更新手続きが不要になりました更新手続きが不要になりました

資格情報通知書
見本見本

資格確認書

有効期限令和 年 月 日

記号 番号 (枝番)

氏 名
生 年 月 日
適用開始年月日

交付年月日

主住所
世帯主

保険者番号 1 38 61 4 交付者名 豊島区

性別

東 京 都
国 民 健 康 保 険
資 格 確 認 書

年 月 日
年 月 日
年 月 日

見本

マイナ保険証ありマイナ保険証あり マイナ保険証なしマイナ保険証なし

特定健診

（�1�）



通知書の見方

   保険料が軽減される場合があります

国民健康保険料の納付は口座振替をご利用ください

～介護保険料のお支払いが始まります～
・�40歳の誕生月（1日生まれの方はその前月。以下同
じ）から介護保険料がかかります。
・�６月２日以降に誕生日を迎える方は、今回の決定
通知書では計算されていません。
・�誕生月の翌月に介護保険料を追加した金額を「保険
料変更通知書」でお知らせします。

【１月５日生まれの場合】
�40歳に到達する１月分から介護保険料が追加

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月

10
月

11
月

12
月
１
月
２
月
３
月

保険料変更月の中旬頃に、介護保険料を追加した保
険料変更通知書をお送りします。

…介護保険料なし …介護保険料あり

今年度40歳になる方
～介護保険料のお支払い先が変わります～
・�65歳になる誕生月の前月分（１日生まれの方はその前々月分）
までの介護保険料は国民健康保険料に含まれます。
・その分は年10回に分けて納めていただきます。

【７月５日生まれの場合】
�４月分から６月分までの介護保険料が発生

誕生月以降の７月から３月までの９か月間分は介護保険課に納付
※�国民健康保険料と一緒に納める介護保険料と、介護保険課から
通知される介護保険料の対象月は重複していません。 4か月分の国民健康保険料を10回に分けて納付

４
月
５
月
６
月

今年度65歳になる方
～後期高齢者医療制度に移行します～

・75歳になると「後期高齢者医療制度」に移行します。
・誕生月の前月までは国民健康保険料がかかります。
・その分の国民健康保険料は10回に分けて納めていただきます。

【８月５日生まれの場合】
４月分から７月分までの国民健康保険料が発生

8月分から3月分までは
後期高齢者医療制度で保険料が発生
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国民健康保険
4
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7
月

後期高齢者医療制度
8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

今年度75歳になる方

各月期の保険料を納期限までに納付してください。

様
様方

171-8422
豊島区南池袋２丁目45番１号

国保　太郎

国民健康保険料　　　通知書決定
令和７年度

令和◯年◯月◯日

豊島区長

様

0000012345670000

国保　太郎氏 名

通 知 書 番 号

納 付 義 務 者

（ 生 年 月 日 ）
年 金 額

お 支 払 い 方 法
円

昭25．10．8
特別徴収義務者
特別徴収対象年金

座情報が表示されていない場合は、納付書または特別徴収でのお支払いとなります。

口座振替をご利用の方は
この欄に記載があります。

上記に口

保 険 料 率

（決定）

47 , 3 0 0
1 6 , 8 0 0
1 6 , 6 0 0

7 . 7 1
2 . 6 9
2 . 2 5

6 6 0 , 0 0 0
2 6 0 , 0 0 0
1 7 0 , 0 0 0

賦 課 限 度 額所得割料率均等割額（１人分）

介 護 分
支 援 金 分
医 療 分
保 険 料

円％円

円％円

円％円

更正 理由

以上の理由により
495 , 3 37円に決定しました。

変 更 前

変 更 後
決 定

国 民 健 康 保 険 料

国民健康保険料賦課明細書令和７年度
算 定 基 礎 額 年 間 保 険 料所 得 割 額 均 等 割 額加入者数

介 護 納 付 金 分

基 礎（ 医 療 ）分
後期高齢支援金分

基 礎（ 医 療 ）分

介 護 納 付 金 分
後期高齢支援金分

人

人
人

人
人
人４

４
１

5 , 3 3 0 , 0 0 0
5 , 3 3 0 , 0 0 0
1 , 0 0 0 , 0 0 0

2 4 4 , 0 2 1
8 5 , 1 3 8
1 , 8 7 5

1 2 0 , 2 2 0
4 2 , 7 0 0
1 , 3 8 3

円
円
円

円
円
円

円円
円円
円円

円円

円
円

円
円

円円
495 , 3 3 7

合 計

前更変期月
期別納付額

６月期
７月期
８月期
９月期
10月期
11月期
12月期
１月期
２月期
３月期

変更後／決定
収徴別特収徴通普

49 , 5 6 7
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 , 5 3 0
4 9 5 , 3 3 7 円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

０円
０円
０円
０円
０円
０円
０円
０円
０円
０円
０円

納 期 限
令和  ７  年  ６  月  3 0  日
令和  ７  年  7  月  3 1  日
令和  ７  年  9  月  １  日
令和  ７  年  9  月  3 0  日
令和  ７  年  1 0  月  3 1  日
令和  ７  年  1 2  月  １  日
令和  ８  年  1  月  ５  日
令和  ８  年  ２  月  ２  日
令和  ８  年  ３  月  2  日
令和  ８  年  3  月  3 1  日

合 計
２月

１２月
１０月
８月
６月
４月

翌 年 度

月 変 更 前変更後／決定

８月
６月
４月

０円
０円
０円

０円

０円
０円
０円

０円

０円

０円

０円
０円
０円

０円

０円
０円
０円

０円

０円

０円

国民健康保険料個人別賦課明細書令和７年度

様

様

様

様

氏 名

国保　太郎

国保　花子

国保　次郎

国保　豊

加入月数 算 定 基 礎 額

円円
円
円

円
円

円

円医 療 分
支援金分
介 護 分

円円
円
円

円
円

円

円医 療 分
支援金分
介 護 分

円円
円
円

円
円

円

円医 療 分
支援金分
介 護 分

円円
円
円

円
円
円

円

介 護 分
支援金分
医 療 分

額割得所格資保国 額割等均況状得所 計

4 , 3 3 0 , 0 0 0 2 5 7 , 2 0 9

1 7 1 , 3 5 8

6 4 , 1 0 0

2 , 6 7 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

0

0

1 6 6 , 9 2 1
5 8 , 2 3 8

6
6

加入中

加入中

加入中

照会中

未申告

12
12

1
1

1 2
1 2
1

2 3 , 6 5 0
8 , 4 0 0

7 7 , 1 0 0
2 6 , 9 0 0
1 , 8 7 5

0
0

0
0

4 7 , 3 0 0
1 6 , 8 0 0
1 , 3 8 3

4 7 , 3 0 0
1 6 , 8 0 0

1 , 9 7 0
7 0 0

国保課に納付

6
月
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7
月
期

8
月
期

9
月
期
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月
期

11
月
期

12
月
期

1
月
期

2
月
期

3
月
期

介護保険課に納付

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

世帯の総所得で均等割額軽減の判定を行います。
収入がない場合でも税務課へ申告してください。なお、国民健康保険課への申
請は不要です。

Ⓐ給与所得者等…�給与収入が55万円超の方と、公的年金の支給（65歳未満：60
万円超、65歳以上：110万円超）を受ける方

Ⓑ被保険者数…�…�後期高齢者医療制度への加入により国保の資格を喪失された
方で、引き続き同じ世帯に属する方も含みます。

※�年金所得のある65歳以上の方（令和７年１月１日現在）は、年金所得額から15万
円を差し引いて判定します。

令和６年中の総所得が一定基準以下の世帯 申請不要  

全世帯の就学前の子どもに係る均等割額が2分の1に減額されます。申請は不
要です。

就学前の子ども 申請不要  

届出や保険料のよくある質問はこちら��

問い合わせ／資格・保険料グループ TEL 03-4566-2377

世帯主が国民健康保険以外の健康保
険に加入している場合でも、納付の
義務は世帯主にあります（保険料は
国民健康保険加入者分のみ計算され
ています）。

納付義務者は世帯主1

今年度の保険料の計算方法4

【普通徴収】
・口座振替または納付書払い世帯で
す。
・令和７年４月から令和８年３月分ま
での年間保険料です。
・６月から３月までの10回で納めて
いただきます（「６月期分」が「６月分
の保険料」ではありません）。
※�全月期分一括納付書（１枚）と各月期
分納付書（10枚）を重複してお支払い
しないようご注意ください。

【特別徴収】
年金からの天引き対象世帯です。
詳しくはP.4をご覧ください。

期別納付額2

・「照会中」または「未申告」の方は、
所得が確認できていない状態です。

・所得情報が判明次第、保険料を再
計算し、変更があれば後日通知しま
す。

☆ 「照会中」：現在、前住所地に令和
６年中の所得を照会中です。

☆ 「未申告」：令和７年度（令和６年中
の所得）の申告がお済みでない方
です。

所得状況3

記入 投函押印

印

口座振替の申込書を同封しています。

納付の方法

たった一度の申込みでOK！
手続きがまだの方は、かんたん３ステップで完了

窓口（国民健康保険課・区民事務所）では、キャッシュカードを
読み取って申し込むこともできます。
※�対象金融機関がございます。詳細は二次元コードを�
ご確認ください。

4か月分の国民健康保険料を10回に分けて納付
※�今年度75歳になる方おひとりで国民健康保険に加入している場
合は支払回数が異なります。
※�国民健康保険料と後期高齢者医療制度の保険料の対象月は重複
していません。算定基礎額 ＝ 令和６年中の総所得金額等 － 基礎控除額（43万円）

医療分保険料 ＋ 支援金分保険料 ＋ 介護分保険料 ＝ 合計保険料

＋ ＋ ＝＋ ＋ ＋
今年度の
年額保険料

�※�納付は６月納期分�
から３月納期分の�
10回に分割

１人あたり
47,300円 × 加入している�

人数
１人あたり
16,800円 × 加入している�

人数
１人あたり
16,600円 × 40歳から64歳まで�

の加入している人数

　

加入者全員の算定基礎額×7.71% 加入者全員の算定基礎額×�
2.69%

40歳から64歳まで加入者全員の�
算定基礎額×2.25%

限度額は世帯で66万円 限度額は世帯で26万円 �限度額は世帯で17万円

所得割額

均等割額

所得割額 所得割額

均等割額 均等割額

2

3

1

 詳しくは区ホームページを 
 ご覧ください

出産予定または出産した*方は、出産予定月(または出産月)
の前月から4か月間相当分の保険料が年額から減額され
ます。

※�妊娠85日以上の出産が対象（死産、流産、早産及び人
工妊娠中絶の場合も含みます）。

��減額の適用には申請が必要です。ただし、豊島区の出
産育児一時金制度を利用する場合、申請は不要です。

解雇・倒産など非自発的に離職し国保に加入している方
について、給与所得を30/100とみなして保険料を計
算します。
〈�対象となる方�〉
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の
離職理由コードが以下に該当する、離職日に65歳未満の方。
「11，12，21，22，23，31，32，33，34」

� 減額の適用には申請が必要です。

世帯主と加入者全員の令和6年中の総所得の合計 減額率

43万円＋10万円×（給与所得者等Ⓐの数�-1）以下 7割

43万円＋30.5万円×被保険者数Ⓑ+10万円×（給与所得者等Ⓐの数-1）
以下 5割

43万円＋56万円×被保険者数Ⓑ+10万円×（給与所得者等Ⓐの数-1）
以下 2割

4

納め忘れが
ありません

安心安心

どの納付書を使えばいいか
迷うことがありません

確実確実

便利便利

確定申告用の支払済額の
通知も自動で届きます

コンビニや金融機関に
行く必要がありません

出産予定または出産した方 申請必要

失業された方 申請必要

（�3�）（�2�）



国保年間保養施設・日帰り温浴施設のご案内

保険料を納めないままでいると

マイナンバーカードを保険証として利用しましょう！ (マイナ保険証)

問い合わせ／管理グループ
TEL 03-3981-1923

問い合わせ／整理収納グループ　TEL03-3981-1294　特別整理グループ　TEL03-3981-1295

問い合わせ/資格・保険料グループ TEL 03-4566-2377

豊島区国民健康保険
指定旅館利用券

施設を利用する際にお持ちください

施 設 名

予約月日 　月　日 受付者

申 込 者

健康保険記号番号
枝番の記載は不要です

住　　所 豊島区

利用人数 大人　　　名　　子ども　　　名

利用期間 　 月　 日 ～　 月　 日　 泊

宿泊料金 大人
� 円

子ども
� 円

上記の利用について、当区との契約料金により宿
泊をお願いします。

豊島区国民健康保険課

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

社会保険等、他の健康保険に加入したら、
ご自身で国民健康保険をやめる手続きが必要です。

国 民 健 康 保 険をやめる手続きはご自身で!

●令和７年度より新たに特別徴収となる世帯の徴収方法

年間保険料の1/2を６・７・８・９月期の４回で普通徴収（納付書払い）、残りの
1/2を10・12・２月期の３回で特別徴収します。

●前年度より特別徴収の世帯の徴収方法

４・６・８�月期で前年度２月期と同額を仮徴収し、保険料決定後、新年度の保
険料総額となるように10・12・２月期で調整します。

〈普通徴収〉 〈特別徴収〉請求なし
４
月
期

５
月
期

６
月
期

７
月
期

８
月
期

９
月
期

10
月
期

12
月
期

２
月
期

マイナ保険証を使用するためには、
事前にマイナポータルで健康保険証
利用登録をする必要があります。

登録方法
・セブン銀行ATMから
・�スマートフォン、�
パソコンから

・�医療機関や薬局の受付�
（カードリーダー）から

現在お持ちの保険証は、有効期限まで利用
できます。ご安心ください。
まだ利用登録がお済みでない方も令和7年7
月に送付される資格確認書で保険診療を受
けられます。

マイナンバーについてのお問合せ

☎ ０１２０‒９５‒０１７８
マイナンバー 
総合フリーダイヤル

マイナ保険証のメリット 登録方法 ご安心ください

ジェネリック医薬品を利活用して、医療費を節約しましょう
ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に発売される
低価格の医薬品です。

　　�ジェネリック医薬品は、新薬と同様の国の厳しい審査基準を満たしている
ため、安心してご利用いただけます。

　　�開発コストが低く抑えられていることから、新薬と同じ有効主成分、同等
の効き目ですが、安い価格で提供されています。�
令和 6年 10月以降ジェネリック医薬品があるお薬で、新薬の処方を希望
される場合、特別の料金（※）を支払うことになりました。（右図）�
ジェネリック医薬品を利用して医療費を節約しましょう。

　　�ジェネリック医薬品の中には、錠剤を小さくする、苦みを抑える等、より
服薬しやすく改良されているものもあります。
この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いします。�
利用を希望するときは、医師や薬剤師に相談してみましょう。

1.�従来のお薬と変わらない安全性

2.�利用しやすい価格

3.�服薬しやすい

※新薬を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。
※�ジェネリック医薬品が複数存在する場合は、薬価が一番高いジェネリック医薬品との価格差
で計算します。

問い合わせ／給付グループ　TEL03-3981-1296

詳しくはこちら詳しくはこちら

確定申告時の医療費控除が簡単に！Po
int

Po
int

0101

詳しくは区ホームページをご覧ください

ジェネリック医薬品ジェネリック医薬品

保険給付保険給付 患者 患者 
負担負担

患者負担の総額

価格差の 1/4 相当

保険給付保険給付 患者 患者 
負担負担

特別の特別の
料金料金

患者 患者 
負担負担

新薬とジェネリック
医薬品の価格差

!! !!!!

事前手続きなしで、窓口支払い額を
抑えられる！

Po
int

Po
int

0202
薬剤・健診情報をいつでも確認でき
て健康づくりに役立つ！

Po
int

Po
int

0303

保険給付保険給付

納期限を過ぎると…

◎日帰り温浴施設◎ 
◇��日帰り温浴施設の割引
利用券を国民健康保険
課および東西の区民事
務所で配布しておりま
す。

※��左の指定旅館利用券と
は異なりますので、ご
注意ください。

割引利用券の配布

施
設
名

タイムズ�スパ・レスタ
（豊島区東池袋）

豊島園�庭の湯
（練馬区向山）

◎国保年間保養施設◎ 
◇��国保加入者とそのご家族は、
一般より安い料金で利用で
きます。

◇��電話で直接旅館にお申し込
みください。下の「指定旅館
利用券」に、必要事項を記入
し、宿泊当日旅館に提出し
てください。

国保年間保養施設 日帰り温浴施設

●��督促状が送付されても納付がない場合、法令に基づき財産調査をし、滞納処分(差押)を行います。
●��病院等で支払う医療費は全額自己負担となる場合があります。保険給付分はあとで給付申請できますが、療養費・高額療養
費などを含め、滞納保険料にあてる場合があります。保険料の納付ができない特別の事情がある場合は、事情や納付計画を
必ずご連絡ください。

滞納が続くと…

法令に基づき督促状を送付します。文書や電話、訪問、SMS（ショートメッセージサービス)で催告を行う場合があります。

年金から天引き【特別微収】
下記①～⑥すべてにあてはまる場合は年金からの引き落とし（特別徴収）になります。
　①国民健康保険の加入者全員が65歳以上である
　②世帯主が国民健康保険に加入している
　③介護保険料が年金から天引きされている
　④�10月期の介護保険料と国民健康保険料の合計が徴収対象となる年金の10月支

払額の1/2を超えない
　⑤世帯主が年度途中に75歳にならない
　⑥口座振替を利用していない

〈特別徴収〉

仮徴収 本徴収

４
月
期

６
月
期

８
月
期

10
月
期

12
月
期

２
月
期

新薬新薬
令和６年 10月以降、�令和６年 10月以降、�

医療上の必要性がある場合医療上の必要性がある場合

新薬新薬
令和 6年 10月以降、�令和 6年 10月以降、�
患者が希望する場合患者が希望する場合

電子申請

（�4�）
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